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再々お問い合わせ追加質問 

 

 当団体において、貴社が運営されている結婚相手紹介サービスについて検討

し、２０１５年２月２５日付「再申入れ兼再々お問い合わせ」を送付したところ、

貴社より２０１５年３月２７日に「再申入れに対するご回答」を頂きました。 

貴社は、上記「再申入れに対するご回答」の中で、当団体が問題意識を持って

いた広告表示については、認識の違いはありつつも、今後使用しない旨表明され

ました。 

しかしながら、当団体からのプラン全体や各プランについて質問しました

「再々お問い合わせ」に対するご回答は残念ながらいただけませんでした。 

当団体において対応を検討したところ、今般、全プランに共通し、かつ、消費

者の利害に直結する中途解約の条項について質問を追加することとしました。 

前回の「再々お問い合わせ」及び今回の追加質問に対し、貴社からご回答をい

ただけない場合には、当団体が既に入手しております当団体に対する情報提供

の内容及び当団体の現時点での問題意識に基づいて、貴社に対して「再々申入

れ」をさせていただくことになります。 

 つきましては、前回の「再々お問い合わせ」及び今回の追加質問に対する貴社

のご回答を、２０１５年７月１２日までに書面にて当団体事務局まで送付いた

だきますようお願いいたします。 

なお、本文書は当団体ＨＰ等で公開いたしますが、貴社の回答につきまして

は、貴社の要請がない限り非公開とさせていただきます。 

貴社の誠実、真摯な対応を期待します。 



 

記 

 

貴社が運営されている各プラン契約書の第８条７項について、 

契約者が契約の中途解約を申し出た場合、 

①会員サービス提供前の中途解約 及び 

②会員サービス提供後の中途解約 

それぞれのケースについて、解約に伴う貴社と契約者との間の金銭的清算の計

算式及びその根拠をご教示ください。 

なお、②会員サービス提供後の中途解約について、各プラン毎に計算式が異なる

場合は、それぞれのプラン毎に上記をご教示ください。 

 

以上 

 

 

 

 


